
町
一

丁
目
の
分
担
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る。

③
の
「
く
組
押
切
帳」

は、

後
述
す
る
火
消
の
「
く
組」

の
万
延
二
年

四
谷
塩
町
一

丁
目
の
町
入
用
の
支
出
の
内
容
と
額、

各
家
主
の
負
担
額
が
連
続

帳

一

四
・

九
x
三
八
・

六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

一

七
丁゚

一

四
・
九
x
-――
八
・

六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

分
に
「
六
冊
之
内」

の
墨
書
が
あ
る。

一

五
．
o
x
四
0
•
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

二
―

三
丁

②
「
町
入
用
押
切
帳」

文
久
二
年
（
資
料
番
号
九
01――
七
三
三
四
0)

横
帳

二
―

0
丁。

③
「
く
組
入
用
押
切
帳」

万
延
二
年
（
資
料
番
号
九
0
三
八
一

四
一

九）

横

①
•

②
に
は
安
政
三
年
(
-

八
五
六）

正
月
か
ら、

明
治
二
年
二
月
ま
で
の

し
て
記
載
さ
れ
て
い
る。

た
だ
し
安
政一
二
年
七
月
の
支
出
明
細
の
一

部
と
家
主

分
担
額、

安
政
五
年
の
十
・

十
一

月
の
家
主
分
担
銭
の
部
分
が
欠
け
て
い
る。

月
十
九
日
文
久
と
改
元）

正
月
か
ら
十
二
月
に
至
る、

月
別
の
支
出
内
訳
と
塩

は
②
安
右
衛
門
③
珍
平
⑦
儀
左
衛
門
⑩
庄
次
郎
⑭
藤
七
⑯
庄
吉
の
六
人
で
あ

る。

名
義
が
替
っ
た
者
を
記
載
通
り
に
追
う
と
次
の
通
り
で
あ
る。

①
の
太
郎

兵
衛
は
文
久
二
年
正
月
に
清
次
郎
に
替
っ
た。

④
の
五
人
組
持
は
安
政
五
年
四

月
に
丈
兵
衛、

慶
応
二
年
四
月
に
嘉
七、

五
月
丈
兵
衛
に
戻
っ
た
あ
と
六
月
嘉

七
に
替
っ
た。

⑤
の
吉
右
衛
門
は
文
久
二
年
十
月
に
五
人
組
持、

同
三
年
十
月

に
伊
太
郎、

慶
応
元
年一――
月
に
平
三
郎、

同
三
年
十
一

月
に
喜
兵
衛
に
替
っ

た。

⑥
の
伝
蔵
は
文
久
元
年
七
月
に
五
人
組
持、

八
月
に
伝
蔵、

十
月
に
五
人

組
持、

十
一

月
に
安
平、

慶
応
三
年
十
一

月
に
市
右
衛
門
と
め
ま
ぐ
る
し
く
替

っ
た。

⑧
の
五
人
組
持
は
文
久
元
年
正
月
に
安
平、

同
十
二
月
に
五
郎
兵
衛
に

替
っ
た。

⑨
の
幸
七
は
文
久
三
年
四
月
に
五
人
組
持、

同
五
月
は
幸
七
に
な
っ

た
あ
と
同
六
月
五
兵
衛
に
替
っ
た。

⑪
の
礼
助
は
文
久
三
年
四
月
に
一

旦
五
人

組
持
に
な
っ
た
あ
と、

五
月
に
は
礼
助
に
戻
り、

七
月
に
甚
右
衛
門
に
替
っ

た。

⑫
の
忠
七
は
安
政
三
年
正
月
と
二
月
は
忠
兵
衛
で
あ
っ
た
の
が、

三
月
に

小
口
の
地
の
部

書
誌
情
報
と
記
載
期
間

①
「
町
入
用
押
切
帳」

安
政
三
年
（
資
料
番
号
九
01――
七
三
四一
二
八）

横
帳

町
入
用
の
負
担
者
で
あ
る
家
主
は
安
政
三
年
の
「
押
切
帳」

の
冒
頭
部
分
に

④
五
人
組
持

⑧
五
人
組
持

二
二
人
が
記
さ
れ
て
い
る。

数
は
全
期
間
変
わ
ら
な
い
。

名
義
が
替
ら
な
い
の

吉
⑰
喜
三
郎

⑱
平
次
郎

⑲
勘
六

⑳
理
兵
衛

⑳
惣
七

⑳
鉄
五
郎、

の

る。

三
点
の
法
量
等
は
次
の
通
り。

七
⑩
庄
次
郎

⑪
礼
助

⑫
忠
七

⑬
勝
右
衛
門

⑭
藤
七

⑮
清
吉

⑯
庄

本
書
は
四
谷
塩
町
一

丁
目
の
町
入
用
関
係
文
書一
二
点
を
翻
刻
し
た
も
の
で
あ

⑤
吉
右
衛
門

⑥
伝
蔵

⑦
儀
左
衛
門

鸞

「
町
内
小
間
割
北
側
東
角
よ
り」

と
①
太
郎
兵
衛

②
安
右
衛
門

③
珍
平

説

近

松

鴻

い

家
主
と
小
間
割

2

記
載
内
容
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町
一

丁
目
ー
人
別
書
上
か
ら
の
情
報
ー
」、

梼
木
真「
四
谷
一

丁
目
遺
跡
と
四
谷

忠
七
に
替
り、

安
政
四
年
十
一

月
に
安
兵
衛、

同
十
二
月
忠
七
に
戻
り、

安
政

五
年
三
月
に
五
人
組
持
と
な
っ
た
あ
と
同
年
八
月
安
兵
衛
と
な
り、

明
治
元
年

九
月
五
人
組、

十
月
に
安
兵
衛
と
な
り
十
一

月
に
五
人
組
持
と
な
っ
た。

⑬
の

勝
右
衛
門
は
元
治
二
年
（
四
月
七
日
慶
応
と
改
元）

三
月
五
人
組
持
と
な
っ
た

あ
と
慶
応
二
年
十
二
月
鉄
五
郎
に
替
っ
た。

⑮
の
清
吉
は
慶
応
元
年
十
二
月
に

忠
兵
衛
に
替
っ
て
い
る
。

⑰
の
喜
三
郎
は
安
政
六
年
二
月
五
人
組
持
と
な
っ

た。

⑱
の
平
次
郎
は
文
久
三
年
五
月
に
五
人
組
持
と
な
り、

同
年
七
月
に
庄
三

郎
と
な
り、

元
治
元
年
六
月
平
次
郎
に
戻
っ
た
あ
と、

七
月
に
庄
三
郎
と
な
っ

た。

⑲
の
勘
六
は
万
延
元
年
九
月
五
人
組
持
と
な
り、

文
久
三
年
正
月
勘
六
に

戻
り、

慶
応
元
年―――
月
五
人
組
に
な
っ
た
あ
と
同
九
月
秀
次
郎
に
替
っ
た。

⑳

の
理
兵
衛
は
文
久
二
年
十
月
五
人
紐
持
と
な
り、

同
十
一

月
半
次
郎、

文
久
三

年
五
月
五
人
組
持、

同
六
月
に
半
次
郎、

同
十
月
に
兵
蔵
と
な
り、

慶
応――一
年

十
一

月
一

旦
吉
蔵
と
な
り
翌
月
兵
蔵
に
戻
っ
た。

⑳
の
惣
七
は
慶
応
元
年
四
月

五
人
組
持
と
な
り
同
閏
五
月
惣
七
に
な
っ
た。

⑫
の
鉄
五
郎
は
元
治
二
年
（
四

月
七
日
慶
応
と
改
元）

正
月
五
人
組
持
と
な
り、

同
二
月
鉄
五
郎、

慶
応
元
年

十
二
月
清
吉、

同
二
年
二
月
一

旦
鉄
五
郎
に
戻
り、

三
月
に
清
吉
に
替
っ
た。

家
主
の
家
族
構
成
や
異
動
・

家
屋
等
に
つ
い
て
は
既
刊
「
江
戸
東
京
博
物
館

史
料
叢
書」

1
.

2
の
「
四
谷
塩
町
一

丁
目
人
別
書
上」
（
上）
・
（
下）

お
よ
び

「
東
京
都
新
宿
区
四
谷
一

丁
目
遺
跡
III
I
都
市
計
画
道
路
環
状
第
2
号
線
に
伴

う
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査」
（
東
京
都
建
設
局
・

財
団
法
人
新
宿
区
生
涯
学
習

財
団、

平
成
十
二
年
六
月
三
十
日
刊）

所
収
の
赤
澤
春
彦
「
幕
末
期
の
四
谷
塩

支
出
項
目
は、

人
件
費、

光
熱
費、

備
品
費、

消
耗
品
費、

食
料
費
等
多
岐

に
わ
た
る
。

こ
れ
ら
の
支
出
高
は
金
・

銀
・

銭
の
三
貨
で
表
示
さ
れ
て
い
る。

金
貨
表
示
の
項
目
に
は
石
橋
繕、

自
身
番
屋
の
火
の
見
・

炭
置
場
等
の
建
築

費、

町
役
人
の
半
天
・

羽
織
・

頭
巾
等
の
服
飾
費、

類
焼
・

病
気
・

怪
我
等
見

礼
費
の
ほ
か
医
師
謝
礼、

薬
礼、

粥
代
な
ど
で
あ
る
。

銀
貨
表
示
に
は
紙
代、

鉄
管
・

鉄
棒
直
し、

鳶
鍵
な
ど
が
あ
る。

そ
の
ほ
か
の
項
目
と
家
主
負
担
高
は

銭
貨
表
示
で
あ
る。

三
貨
は
そ
の
時
々
に
よ
り
相
場
が
立
つ
。

家
主
負
担
高
算

出
に
は、

時
の
相
場
で
金
表
示
・

銀
表
示
を
銭
高
に
換
算
し
て
い
る。

本
書
の

対
象
期
間
は
幕
末
維
新
の
混
乱
期
で、

そ
れ
ぞ
れ
の
相
場
に
も
か
な
り
の
変
動

舞
な
ど
の
交
際
費、

神
楽
奉
納
料
・

大
般
若
料
・

護
摩
料
・

開
帳
御
礼
等
の
祭

②

支
出
及
び
小
間
割
負
担
額
の
表
示

の
銭
高
を
乗
じ
た
値
が、

各
家
主
の
負
担
額
と
な
る。

小
間
数
は
「
町
入
用
帳」

各
冊
の
最
初
の
部
分
に
家
主
名
と
と
も
に
記
さ
れ

て
い
る。

本
文
中
に
は
慶
応
三
年
六
月
条
（
二
五
0
頁）

に
「
小
間
百
四
拾
三

間
三
分
五
厘」

と
あ
る。

安
政
三
年
の
小
間
数
の
和
（
一

頁）

は
一

四
三
ニ
―

で
近
似
の
数
値
を
示
し
て
い
る。

安
政
三
年
と
文
久
二
年
の
各
冊
に
記
さ
れ
て

い
る
小
間
数
（
一
・
一

四
六
頁）

は、

ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
が
⑧
の
五

人
組
持
か
ら
安
平、

五
郎
兵
衛
と
替
っ
た
箇
所
は
五
七
七
が
五
八
四、

⑰
の
喜

三
郎
か
ら
五
人
組
持
に
替
っ
た
箇
所
は
二
0
五
が
一

0
五
に
変
っ
て
い
る
。

小

間
の
数
字
は
三
桁
あ
る
い
は
四
桁
の
数
値
が
記
さ
れ
て
い
る
が、

下
か
ら
二
桁

目
と
三
桁
目
の
間
に
小
数
点
を
入
れ
た
数
値
に、

算
出
さ
れ
た
一

小
間
あ
た
り

塩
町
一

丁
目
」

を
参
照
さ
れ
た
い
。
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年
五
月、

同
年
七
・

八
月、

万
延
元
年
五
月、

慶
応
二
年
(
-

八
六
六）

正
月

＼
十
二
月、

慶
応
三
年
二
月
＼
明
治
二
年
(
-

八
六
九）

三
月
の
間
記
さ
れ
て

い
る
。

安
政
期
と
万
延
元
年
五
月
の
定
式
入
用
の
額
は
ほ
ぽ
同
一

で、

前
後
の

月
の
大
纏
当
番
・

名
主
役
料
・

定
使
賃
・

書
役
給
分
・

筆
嬰
代
・

欠
付
七
人
給

分
・

定
番
人
給
分
・

市
谷
芥
せ
ん
・

自
身
番
店
ち
ん
の
合
計
額
と
一

致
す
る
。

慶
応
＼
明
治
期
の
定
式
入
用
額
は
各
月
で
同
一

で
は
な
い
。

慶
応
四
年
六
月
条

に
は
「
定
式
改」

と
し
て
大
纏
当
番
せ
ん
・

名
主
役
料
・

七
ケ
町
半
紙
割
・

書

役
給
分
・

欠
付
七
人
給
分
・

定
番
人
給
分
・

自
身
番
地
代
・

番
茶
代
・

市
谷
芥

せ
ん
の
項
目
と
そ
れ
ぞ
れ
の
支
出
額
が
記
さ
れ
て
い
る
（
二
七
一

頁）
。

安
政
期

支
出
項
目
中
に
「
定
式
入
用」

が
安
政
四
年
(
-

八
五
七）

十
一

月
＼
同
五

①

定
式
入
用

十
文
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

る
九
六
法
の
四
十
八
文
11

五
0
文
で
は
な
く、
一

文
銭
五
0
枚
に
相
当
す
る
五

が
あ
る
。

銭
の
対
金
相
場
は
、

安
政
三
年
＼
慶
応
元
年
(
-

八
五
六
＼
六
六）

ま
で
は
金
一

両
あ
た
り
銭
六
貫
五
0
0
＼
八
0
0
文
ほ
ど
で
あ
っ
た
が、

慶
応

二
年
に
は
一

両
七
貫
文
を
超
え、

慶
応
三
年
四
月
に
は
一

両
11

七
貫
七
0
0

文、

十
月
に
は
九
貫――1
0
0
文
と
急
騰
し、

同
四
年一
二
月
に
は
一

両
11

十
二
貫

五
0
0
文
と
な
っ
た
。

対
銀
貨
相
場
は
安
政
四
年
か
ら
慶
応
二
年
ま
で
は
、

銀

一

匁
あ
た
り
銭
―
-

0
ー
―

二
0
文
で
あ
っ
た
も
の
が、

慶
応――一
年
六
月
に
は

一

匁
11

ニ
ニ
七
文、

十
二
月
に
は
一

五
八
文、

同
四
年
三
月
に
は
二
0
八
文、

明
治
二
年
正
月
に
は
ニ
―

三
文
と
急
騰
し
た
。

な
お、

家
主
負
担
額
中
に
記
さ

れ
て
い
る
「
丁
五
拾
文」

の
「
丁」

は
銭
九
十
六
文
を
銭
一

0
0
文
と
計
算
す

①

光
熱
費

の
中
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

る
。

安
政一
二
年
(
-

八
五
六）

正
月
「
自
身
番
店
ち
ん
」

と
し
て
銭
二
貰
七
一

五
文
と
記
さ
れ、

同
九
月
以
後
多
少
の
変
動
は
あ
る
が、

安
政
六
年
九
月
＼
十

二
月
の
間
二
貫
六
0
0
文
台
に
な
っ
て
い
る
ほ
か
は
、

文
久
元
年
(
-

八
六

-
）
三
月
ま
で
は
二
貫
七
0
0
文
台
を
推
移
し
て
い
る
。
（
安
政
四
年
九
月
以
降

「
金
壱
分
弐
朱
卜
壱
匁
八
分」

と
記
さ
れ
た
あ
と
「
此
銭」

と
い
う
表
示
が
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
。）

文
久
元
年
四
月
三
日
自
身
番
屋
が
焼
失
し
た
あ
と
仮
番

り）

と
し
て
銀
一

〇
匁
八
分
あ
る
い
は
銭
一

貫
二
0
八
文
が
計
上
さ
れ
て
い

る
。

自
身
番
屋
が
完
成
し
た
あ
と
は
「
自
身
番
地
代
金
一

分
二
朱
と、

そ
の
時

々
の
換
算
銭
高
が
示
さ
れ、

慶
応
二
年
(
-

八
六
六）

正
月
以
後
は
定
式
入
用

自
身
番
屋
等
の
照
明
用
の
水
油
・

蝋
燭、

暖
を
と
っ
た
り
煮
炊
き
を
す
る
炭

の
項
目
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
経
費
は
季
節
性
が
あ
る
の
か
「
定
式
入
用」

に
は

含
ま
れ
ず、

全
期
間
を
通
し
て
記
載
が
あ
る
。

季
節
性
が
最
も
は
っ
き
り
し
て

い
る
の
は
炭
で
あ
る
。

文
久
二
年
(
-

八
六
二）

の
月
別
の
購
入
俵
数
を
見
る

と、

寒
冷
期
の
正
・
ニ
月
は
一

九
俵、

三
月
―

二
俵、

四
月
五
俵、

五
月
四
俵

と
暖
く
な
る
に
従
い
減
少
し、

六
・

七
月
二
俵
と
な
り
八
・

閏
八
・

九
月
は
一

屋
が
建
ら
れ、

支
出
項
目
は
「
仮
自
身
番
地
代」
（
一

部
「
店
ち
ん
」

の
記
載
あ

(4) と
比
べ
る
と
定
使
賃
・

筆
墨
代
が
な
く
な
り
七
ケ
町
半
紙
割
・

番
茶
代
が
加
わ

自
身
番
屋
の
店
賃
と
地
代

町
運
営
と
町
内
警
衛
を
行
う
自
身
番
屋
の
家
賃
・

借
地
料
が
支
出
項
目
に
あ

っ
て
い
る。
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①

く
組
入
用

ど
な
く、

現
段
階
で
は
相
互
の
比
較
は
で
き
な
い
。

俵
と
な
っ
た。

以
後
十
月
八
俵、

十
一

月
一

三
俵、

十
二
月
一

八
俵
と
寒
さ
に

水
油
は
元
治
元
年
(
-

八
六
四）

の
月
別
購
入
量
を
見
る
と、

夜
の
時
間
が

長
い
冬
場
が、

昼
の
時
間
の
長
い
夏
場
の
二
倍
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る。

水
油
の
価
格
は、

安
政――-
＼
六
年
に
は
一

升
あ
た
り
五
二
〇
＼
五
七
0
文

ほ
ど
で
安
定
し
て
い
た
が、

水
油
も
対
象
と
な
っ
た
五
品
江
戸
廻
し
令
が
出
さ

れ
た
万
延
元
年
(
-

八
六
0)

閏
三
月
以
降
値
上
り
始
め、

同
年
末
に
は
七
四

五
文
に
な
っ
た。

文
久
元
年
(
-

八
六
一
）

十
月
に
は
一

時
八
八
三
文
に
な
っ

て
い
る。

同
年
末
に
は
六
0
0
文
と
な
っ
た
が、

以
後
毎
年
一

0
0
文
づ
つ
値

が
上
り、

元
治
元
年
(
-

八
六
五）

に
一

貰
文
を
超
え
た。

つ
い
で
慶
応
三
年

四
月
に
は
二
貫
文、

明
治
元
年
(
-

八
六
八）

九
月
に
は
三
貫
文
を
超
え、

安

蝋
燭
に
つ
い
て
は
購
入
額
の
記
載
は
あ
っ
て
も、

購
入
量
の
記
載
が
ほ
と
ん

く
組
は
享
保
三
年
（
一

七
一

八）

十
月
に
設
置
さ
れ、

元
文
三
年
（
一

七
三

八）

に
改
編
さ
れ
た、

所
謂
「
い
ろ
は
四
十
八
組」

の
町
火
消
組
の
―

つ
で
あ

る。

四
谷
塩
町
一

丁
目
が
所
属
し
て
い
た
「
く
組」

は
九
組
で
構
成
さ
れ
る
五

番
組
の
―

つ
で、

安
政
二
年
版
「
増
補
改
正
萬
世
江
戸
町
鑑」

に
は
尾
張
藩
上

屋
敷、

四
谷
御
門、

紀
州
藩
中
屋
敷
に
囲
ま
れ
た
地
域
が
図
示
さ
れ、
「
四
谷
伝

馬
丁
麹
丁
十
一

丁
目
ヨ
リ
十
三
丁
目
迄
市
谷
本
村
辺

人
足
八
十
七
人」

と
記

さ
れ
て
い
る。

本
書
「
く
組
入
用
押
切
帳」

に
記
載
さ
れ
て
い
る
月
番
行
事
の

昭
和
五
十
三
年
吉
川
弘
文
館
刊

所
収）

に
掲
げ
ら
れ

所
属
す
る
町
は、

麹
町
十
三
丁
目、

塩
町
一
・

ニ
・

三
丁
目、

市
谷
七
軒
町、

四
谷
伝
馬
町
一
・
ニ
・

三
•

新
一

丁
目、

四
谷
伊
賀
町
・

四
谷
坂
町
・

四
谷
御

組
は
四
谷
御
門
の
近
く
と
い
う
こ
と
で、

明
和
元
年
（
一

七
六
四）

十
二
月
十

五
日
町
奉
行
所
か
ら
龍
吐
水
二
柄
を
最
初
に
下
賜
さ
れ
た
一

三
紺
の
―

つ
で
あ

く
組
入
用
は、

ほ
ぽ
全
期
間
記
載
が
あ
る。

支
出
額
は
そ
の
時
々
に
よ
り
異

っ
て
い
る
。

く
組
入
用
の
内
容
は、

本
書
二
九
一

頁
以
下
の
文
久
元
年
「
く
組

入
用
押
切
帳」

に
よ
り
一

年
分
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
入
用
帳
で
算
出

あ
る
が、

六
・

七
・

八
・

九
・

十
二
月
分
は
相
違
し
て
い
る
。

な
お、

文
久
元

年
の
「
＜
紐
入
用
押
切
帳」
に
は、

こ
の
年
の
四
月
に
番
所
が
類
焼
し
た
た
め、

支
出
項
目
に
出
火
弁
当
代、

焚
出
し
が
あ
る。

消
火
あ
る
い
は
防
火
に
駆
り

出
さ
れ
る
際
の
食
事
代
で
あ
ろ
う。

こ
の
記
事
の
内
容
は
一

定
で
は
な
い
が、

何
月
何
日
ど
こ
で
火
災
が
あ
っ
た
か
を
記
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る。

規
模
の

大
き
い
火
事
を
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が、

中
に
は
「
東
京
市
史
稿」

変

災
篇
第
五
お
よ
び
吉
原
健
一

郎
「
江
戸
災
害
年
表」
（
西
山
松
之
助
絹
「
江
戸
町

人
の
研
究」

第
五
巻

て
い
な
い
も
の
が
あ
る
。

誓
え
ば
本
書
ニ―――
八
頁
の
慶
応
二
年
十
一

月
条
に

は、

十
月
二
十
八
日
か
ら
十
一

月
二
十
六
日
ま
で
の
発
生
し
た
一

三
件
の
出
火

m

火
災
記
事

新
規
の
什
器
や
備
品
の
購
入
項
目
が
多
く
な
っ
て
い
る。

政
期
の
六
倍
と
な
り、

い
か
に
急
騰
し
た
か
が
わ
か
る。

さ
れ
た
塩
町
一

丁
目
の
負
担
額
は、
「
町
入
用」
の
支
出
金
額
と
一

致
す
る
筈
で

比
例
し
て
増
加
し
て
い
る。

る。 簸
笥
町、

四
谷
坂
町、

四
谷
忍
町、

市
谷
本
村
町
の
各
町
で
あ
る。

ま
た、

V
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(9) 

支
出
合
計
が
示
さ
れ
た
あ
と
「
七
軒
町
定
式
割」

の
項
目
が
あ
る。

七
軒
町

の
記
載
が
あ
る
が、

う
ち
十
月
二
十
八
日
の
小
川
町、

十一
月
八
日
の
本
郷
附

（

マ

、
）

（

マ

、
）

木
店、

同
十
六
日
の
掃
部
様
上
屋
敷、

同
十
七
日
の
麹
屋
横
町、

同
月
二
十
六

支
出
項
目
中
に
「
囚
人
縄
取」
「
囚
人
支
度」
「
囚
人
預
り」

等
の
囚
人
護
送

に
関
す
る
事
柄
が
あ
る。

取
扱
部
署
と
し
て
は
「
加
役」、
「
番
所」・「
南」・「
北」．

「
町
方」
等
の
記
載
が
あ
る。

加
役
は
火
附
盗
賊
改
め
で、

文
久
二
年
(-
八
六

二）

十
二
月
十
八
日
に
本
役
に
昇
格
す
る
ま
で、

先
手
弓
頭
・
先
手
鉄
砲
頭
か

ら
の
加
役
で
あ
っ
た
の
で
こ
の
略
称
が
用
い
ら
れ
て
い
た。

本
役
に
な
っ
た
あ

と
も
加
役
の
略
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が、

慶
応
二
年
(
-
八
六
六）

八
月
四

所
は
慶
応
四
年
五
月
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
が、

町
奉
行
所
が
扱
っ
た
と
明
確
に

表
現
さ
れ
る
の
は
慶
応
三
年
十
二
月
の
「
南
北
囚
人
縄
取
九
度」

が
最
後
で、

そ
の
あ
と
は
単
に
「
囚
人」

と
な
り、

明
治
二
年
正
月
に
は
「
麹
町
迄
縄
取
人

足
壱
人」、

同
二
月
に
は
「
東
京
府
囚
人
送
り
縄
取
麹
町
迄」

と
な
っ
た。

な

お、
「
南
北」
の
記
載
は、

慶
応
四
年
七
月
の
「
南
北
御
用
状
使」
が
最
後
で
あ

七
軒
町
定
式
割

は
市
谷
七
軒
町
の
こ
と
で、

塩
町一
丁
目
の
西
側
の
道
を
隔
て
た
所
に
位
置
す

る
小
さ
な
片
側
町
で
あ
る
（
現
新
宿
区
本
塩
町
六
番
地）。

元
和
の
頃
(
-
六一

る。 番
所
・
南
・
北
•
町
方
等
は
南
北
両
町
奉
行
所
の
略
称
で
あ
る。

両
町
奉
行

旦
戸
田
正
意
が
解
職
さ
れ
た
あ
と、

こ
の
表
示
は
消
え
る。

囚
人
護
送

日
の
大
久
保
余
丁
町
出
火
の
五
件
の
記
載
が
な
い。

五
入 各

月
の
支
出
合
計
が
算
出
さ
れ、

七
軒
町
の
定
額
を
差
引
い
た
金
額
を、

総

⑩

小
間
割
負
担
額

の
時
の
相
場
に
応
じ
た
銭
高
が
示
さ
れ
て
い
る。

こ
の
町
の
運
営
は
四
谷
塩
町一
丁
目
と
共
同
で
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で、

町

入
用
負
担
は
定
額
と
な
っ
て
い
る。

そ
の
経
緯
は
文
久
二
年
(
-
八
六
二）

「
町
入
用
帳」
の
冒
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
（
本
書一
四
六
頁）。
こ
れ
に
よ
る
と

天
保
十
四
年
(
-
八―――――-）

二
月
以
降、

番
中
の
時
は
一
箇
月
銭
二
貫
六
0
0

文、

番
明
け
は
一
貫
六
0
0
文
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る。

本
書
最
初
の
安
政

三
年
(
-
八
五
六）

か
ら
安
政
六
年
の
間
は
大
体、

十
月
＼
翌
三
月
は
月
二
貫

六
0
0
文、

四
＼
九
月
は
月一
貫
六
0
0
文
と
な
っ
て
い
る。

万
延
元
年
＼
慶

応
三
年
(
-
八
六
〇
＼
六
七）

は、

文
久
ニ
・
三
年
(
-
八
六
ニ
・
六
三）

を

除
き
通
年
で
月
二
貫
六
0
0
文
と
な
っ
た。

慶
応
四
年
正
月
か
ら
は
金
高
表
示

に
か
わ
り
正
＼
三
月
は
金
二
分、

四
月
は
一
分
二
朱、

閏
四
•
五
月
は
二
分、

六
月
は
二
分
二
朱、

七
月
は
一
分
と
変
動
し
た
あ
と
八
月
か
ら
は
一
分
二
朱
に

固
定
し
て
い
る。

金
表
示
で
は
あ
る
が、

支
払
い
は
銭
の
よ
う
で、

そ
れ
ぞ
れ

小
間
数
で
割
っ
た
数
値
が
「
壱
小
間
に
付」

と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る。

年
次

別一
ヶ
月
当
り
の
一
小
間
の
平
均
負
担
額
は
次
の
通
り
で
あ
る
（
文
以
下
四
捨

安
政
三
年
I
五
二
三
文、

安
政
四
年
ー
四
八
0
文、

安
政
五
年
ー
五
―
二

治
五
年
(
-
八
七

の
戸
数
二
六、
人
ロ
一
―
五
人
で
あ
っ
た。

五
＼
二
四）

名
王
の
島
田
左
内
が
草
創
し
た
町
で、

そ
の
当
時
の
家
数
か
ら
こ

の
名
が
用
い
ら
れ
た
と
い
う。

文
政
六
年
(
-
八
二
二）

の
家
数
四
一
軒、

明の
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⑫

時
代
相

文、

安
政
六
年
|
五
一

九
文、

万
延
元
年
|
五
一

七
文、

文
久
元
年
|
六
―

二

文、

文
久
二
年
五
五一
二
文、

文
久一
云
千
ー
五
二
二
文、
元
治
元
年
ー
六
一

七
文、

慶
応
元
年
ー
六
五
六
文、

慶
応
二
年
ー
八
0
五
文、

慶
応
三
年
|―

貫
0
二
五

文、

明
治
元
年
一

貫
四
四
四
文
で
あ
る。

こ
れ
を
見
る
と、

安
政
三
＼
万
延
元

年
は
四
0
0
文
台
後
半
か
ら
五
0
0
文
台
強
と
ほ
ぽ
安
定
し
て
い
た
も
の
が、

文
久
期
に
は
五
0
0
文
台、

慶
応
元
年
に
は
六
0
0
文
台、

同
二
年
七
0
0
文

台、

同
三
年
一

貰
0
0
0
文
台
と
急
騰
し、

明
治
元
年
に
は
一

貫
四
0
0
文
を

大
き
く
超
え
た。

こ
れ
は、

前
述
の
水
油
と
同
様
の
傾
向
を
示
し
て
い
る。

に
は
角
割
印、

小
間
割
金
額
の
確
認
に
は
「
改」

の
文
字
と
角
印
が
押
さ
れ、

居
附
地
主
と
行
事
・

立
会
の
家
主
の
印
が
押
さ
れ
て
い
る。

元
治
元
年
(
-

八

六
四）

八
月
条
か
ら
は、

各
家
主
の
負
担
額
が
示
さ
れ
た
あ
と、

行
事
名
で
確

認
の
文
言
が
記
さ
れ、

さ
ら
に
同
十
二
月
か
ら
は
行
事
の
家
主
の
印
が
押
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た。

ま
た
慶
応
四
年
(
-

八
六
八）

正
月
か
ら
は、

各
家
主
負

担
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
箇
所
の
上
部
に、

角
割
印
が
押
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た。
な
お、
こ
れ
以
外
の
箇
所
の
押
印
は、

紙
を
貼
り
継
い
だ
箇
所
等
で
あ
る。

本
書
の
記
載
年
代
は、

幕
末
維
新
期
に
あ
た
り、

こ
の
混
乱
期
を
江
戸
の
庶

民
が
ど
の
よ
う
に
生
き
た
か
を
窺
え
る
出
費
記
事
が
随
所
に
見
ら
れ
る。

安
政
三
年
(
-

八
五
六）

に
は、

前
年
十
月
に
所
謂
安
政
大
地
震
が
あ
り、

二
月
に
は
「
去
卯
年
十
月
地
震
に
付、
町
会
所
茶
や
難
渋
願
に
付、

拾
五
番
組
惣

本
書
は
一

種
の
出
納
簿
で
あ
る
の
で、

所
々
に
押
印
が
あ
る。

支
出
の
総
計

⑪

押

印

確
で
な
い
箇
所
が
あ
る。

金
三
分
弐
朱
計
上
さ
れ
て
い
る
（
一

六
0
頁）
。

や
御
救
米
を
下
さ
れ
た
等
の
記
述
が
あ
る
（
―
-

三
頁）
。

記
さ
れ
て
い
る

治
の
た
め、

真
剣
に
神
頼
み
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る。

町
々
よ
り
出
置
候
に
付、

同
断
遣
す」
（
四
頁）
と
し
て
金
二
分
を
支
出
し
て
い

る。

同
年
四
月
に
は
「
去
卯
十
月
二
日
大
地
震
に
て、

本
所
回
向
院
潰
れ
候
に

安
政
五
年
八
月
に
は
「
流
行
の
暴
混
病
或
は
死
亡
人
多
に
て、

大
般
若
修
行

初
穂
料」
（
五
二
頁）

と
し
て
金
三
分
支
出
さ
れ
て
い
る。

同
時
に
天
王
護
摩

料、

天
王
獅
子
廻
し、

町
内
若
も
の
水
垢
離
の
上
町
内
四
ヶ
所
へ
竹
を
立
て
る

等
の
出
費
が
計
上
さ
れ
て
い
る。

大
流
行
し
た
コ
ロ
リ（
暴
潟
病
11

コ
レ
ラ）
退

ま
た
同
月
に
は
十
三
代
将
軍
徳
川
家
定
の
甍
去
に
伴
な
う
諸
行
事
の
費
用
が

（
五
ニ
ー
五
三
頁）
。

文
久
元
年
(
-

八
六
一
）

四
月
条
に
は、

こ
の
月
の
三
日
に
塩
町
一

丁
目
一

帯
が
類
焼
し
た
た
め
「
当
月
よ
り
七
分
積
金
六
ヶ
月
相
休
申
候」
(
-
―

二
頁）

文
久
三
年
五
月
条
に
は
「
英
吉
利
国
軍
艦
数
艘
渡
来
に
付、

非
常
の
節、

拍

子
木
打
継
有
之
候
節
の
非
常
道
具
代」
と
し
て
金
一

両
支
出
さ
れ、

さ
ら
に
「
欠

（

マ

、
）

付
人
足
札
の
辻
へ
相
詰
候
に
付、

足
留
と
し
て
金
弐
朱
つ
つ
壱
人
へ
遣
す」
と

文
久
三
年
十
一

月
条
か
ら
は
「
一
、

金
三
貫
0
八
文」
（
一

七
一

頁）

と
い
う

よ
う
に、

金
額
表
示
に
数
字
の
「
零」

を
表
わ
す
「
O
」

が
記
載
さ
れ
る
よ
う

に
な
る。

新
し
い
知
識
の
反
映
で
あ
る
が、

使
い
方
は
必
ず
し
も
数
学
的
に
正

元
治
元
年
(
-

八
六
四）

八
月
に
は、

麻
布
龍
土
の
長
州
藩
下
屋
敷
取
潰
し

付、

寄
進
に
遣
す」
（
七
頁）

と
銭
八
三
六
文
を
支
出
し
た。
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出
し
た
（
二
六
八
頁）
。

の
た
め
に
人
足
を
割
当
さ
れ、

賃
金
や
箕
笠
・
わ
ら
じ
代
等
が
支
出
さ
れ
て
い

る
(
-

八
七
頁）

元
治
元
年
十
一

月
に
は、

前
年
二
月
に
十
四
代
将
軍
徳
川
家
茂
の
上
洛
が
無

こ
れ
に
伴
う
人
数
取
調
の
筆
墨
代
が
計
上
さ
れ
て
い
る
(
-

九
三
頁）
。

ま
た
慶

応
二
年
(
-

八
六
六）

十
月
に
も
「
貧
窮
人
へ
町
会
所
に
て、

握
飯
被
下
候」

と
し
て
人
別
取
調
と
車
方
そ
の
他
の
費
用
が
支
出
さ
れ
た
（
ニ―――
六
頁）
。

慶
応
二
年
六
月
に
は
「
六
月
朔
日
・

ニ
日
・

三
日
市
中
所
々
に
打
毀
有
之、

昼
夜
家
主
惣
出、

粥
代」
「
打
毀
に
付、

鳶
人
足
町
々
見
廻
り」
と
物
騒
な
世
相

慶
応
元
年
(
-

八
六
五）

四
月
条
に
は
「
諸
色
高
直
に
付」

と
出
火
出
動
の

際
の
弁
当
代
を
値
上
げ
し
（
二
0
二
頁）
、

さ
ら
に
同
二
年
正
月
に
は
「
当
年
義

（

マ

、
）

は
米
債
諸
色
尚
直
諸
色
格
外
に
付」
と
抱
頭
に
「
金
弐
分
遣
す
申
候、

例
に
は
不

相
成
旨
申
渡
候
間、

為
後
年
認
置
も
の
也」
（
ニ
ニ
―

頁）
な
ど
物
価
急
騰
ぶ
り

慶
応
四
年
(
-

八
六
八）

三
月
条
に
は、

東
征
軍
が
江
戸
に
到
着
し
「
官
軍

方
尾
州
屋
敷
へ

入
込
候
に
付、

四
谷
中
へ

壱
ヶ
町
夜
具
拾
六
人
前、

枕
拾
六

代」

と
し
て
金
壱
朱
三
朱
ほ
ど
支
出
し
て
い
る
（
二
六
五
頁）
。

同
年
閏
四
月
に
は、

東
叡
山
外
構
の
竹
矢
来
補
理
費
用
を
市
中
に
一

小
間
銀

一

匁
二
分
づ
つ
の
供
出
を
命
じ
ら
れ、

塩
町
一

丁
目
で
は
金
二
両一
二
分
ほ
ど
支

同
年
九
月
に
は、

東
京
府
寮
屋
普
請
に
つ
き、

大
町
は
金
弐
分、

小
町
は
金

を
示
す
記
事
が
各
所
に
あ
る。

を
示
す
記
事
が
あ
る
（
ニ
ニ
九
頁）
。

事
済
ま
せ
ら
れ
た
と
い
う
御
祝
儀
と
し
て
「
町
人
共
へ

被
下
銭
有
之」

費
用
や

料
等

い

本
書
「
町
入
用
押
切
帳」

を
作
成
す
る
際
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
史

で
あ
る
。

3

関
連
史
料

余
を
支
出
し
て
い
る
（
二
八
一

頁）
。

頁）
。

一

分
の
割
当
て
が
あ
り
塩
町
一

丁
目
は
金
二
分
を
支
出
し
て
い
る
。

ま
た
「
南

御
番
所」

か
ら
「
市
政
日
誌」

八
冊
を
渡
さ
れ
銀
四
匁
を
支
払
っ
た
（
二
七
八

同
十
一

月
に
は
「
天
皇
御
臨
幸
に
付、

東
京
府
に
て
市
中
町
人
共
へ
天
盃
井

御
酒
・

錫
共
被
下
候
に
付、

頂
戴
罷
出
候
節、

諸
入
用」

と
し
て
金
七
両
三
分

四
谷
塩
町
一

丁
目
の
町
運
営
費
用
に
か
か
わ
る
当
館
蔵
の
史
料
は
次
の
通
り

①
「
町
入
用
下
勘
定
帳」

料
番
号
九
0
三
七
三
四
三――-）

②
「
町
入
用
下
勘
定
帳」

八
一

八
五一―-）

③
「
町
入
用
下
勘
定
帳」

七
三
三
四
二）

④
「
町
入
用
下
勘
定
帳」

七
三
三
四
三）

⑤
「
町
入
用
下
勘
定
帳」

七
三
四
三
一
）

文
久
二
年
正
月
＼
文
久
三
年
十
月
十
五
日
（
資

文
久
四
年
正
月
＼
十
二
月
（
資
料
番
号
九
01――

元
治
二
年
正
月
＼
十
二
月
（
資
料
番
号
九
0
三

慶
応
二
年
正
月
＼
十
二
月
（
資
料
番
号
九
0
三

慶
応
三
年
正
月
＼
十
二
月
（
資
料
番
号
九
0
三
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(2) 

＊
「

」

は
原
標
題、
「

」

は
内
容
標
題

九
0
三
七
六
七
四
六）

（
資
料
番
号
九
01――
七
一

五
二
六）

七
三
四
三
六

⑥
「
町
入
用
下
勘
定
帳
」

七
三
四
三
四）

⑦
「
町
入
用
下
勘
定
帳」

七
三
四
三
九）

⑧
「
町
入
用
下
勘
定
帳
」

⑨
「
町
入
用
下
勘
定
帳
」

七
三
四
三
七）

金
銀
銭
出
納
簿

①
「
金
銭
取
集
帳」

②
「
金
銀
出
入
帳」

日
（
資
料
番
号
九
0
三
七
三
三
四
一
）

③
「
金
銀
出
入
帳
」

0
三
七
三
四
三
五）

天
保
五
年
五
月
二
十
八
日
＼

嘉
永
五
年
三
月
七
日

文
久
四
年
正
月
元
日
＼

元
治
元
年
十
二
月
二
十
九

元
治
二
年
正
月
元
日
＼
十
一

月
三
日
（
資
料
番
号
九

④
「
町
入
用
巨
細
控
帳
」

慶
応
四
年
正
月
＼

十
二
月
（
資
料
番
号
九
0
三

明
治
二
年
正
月
＼
十
二
月
（
資
料
番
号
九
0
三

明
治
三
年
正
月
＼

十
二
月
（
資
料
番
号
九
0
三

明
治
四
年
正
月
＼

十
二
月
（
資
料
番
号
九
0
三

慶
応
三
年
正
月
＼

明
治
五
年
十
月
（
資
料
番
号
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